
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
会
長
代
理
就
任
の
公
示
（
東
部
海
区
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

渡
辺
歯
科
医
院

十
和
田
市
西
三
番
町
一
四
の
四
四

令
和七･一〇･二八

川
村
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
野
田
一
丁
目
六
の
二

七･一一･二九

青
森
県
告
示
第
三
百
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

渡
辺
歯
科
医
院

十
和
田
市
西
三
番
町
一
四
の
四
四

令
和七･一〇･二九

青
森
県
告
示
第
三
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
六
十
四
号

令
和
八
年五

月
十
三
日

（
水
曜
日
）



令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

医
療
法
人
白
心
会
北
村
医
院
む

つ
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
九
の
五
五

令
和七･一一･
一

変
更
後

医
療
法
人
白
心
会
北
村
医
院

青
森
県
告
示
第
三
百
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

事

業

者

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地
名

称
所

在

地

合
同
会
社
ス
カ
イ

ア
ー
ス

三
戸
郡
階
上
町
大

字
道
仏
字
耳
ケ
吠

三
の
四
〇
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
い
か
ぜ
三
戸
郡
階
上
町
大

字
道
仏
字
耳
ケ
吠

三
一
の
四
七

令
和七･
九･三〇

青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

青
山
胃
腸
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
川
先
二
丁
目
三
の
七

令
和七･
八･三〇

医
療
法
人
洋
苑
会
井
沼
洋
ク
リ

ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
浦
島
九
八

の
一
〇

七･
八･三一

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

グ
リ
ー
ン
調
剤
薬
局
川
先
店

弘
前
市
大
字
川
先
二
丁
目
三
の
三
五

七･
九･一七

三
上
眼
科
医
院

五
所
川
原
市
字
旭
町
五
九

七･一〇･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

渡
辺
歯
科
医
院

十
和
田
市
西
三
番
町
一
四
の
四
四

令
和七･一〇･二九
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
洋
苑
会
井
沼
洋
ク
リ

ニ
ッ
ク

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
浦
島
九
八

の
一
〇

令
和七･
八･三一

Ｉ
＆
Ｈ
野
辺
地
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

川
村
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
野
田
一
丁
目
六
の
二

七･一一･二九

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日
付
け
で
会
長
代
理
委
員
が
互
選
さ
れ
た
の
で
、
青
森
県
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
七
月
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号
）
第
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
十
三
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

職

名

氏

名

住

所

会
長
代
理

南

谷

雅

人

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
二
九
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


